
入 札 番 号 広消5

発 注 業 種 物品・役務（委託業務）

件 名 消防庁舎消防用設備保守点検業務

業 務 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合消防局ほか６署所

入 札 方 式 郵便による入札

１　業務内容

　消防用設備の保守点検

２　対象設備

（１）消防局 

・本庁舎

自動火災報知設備、誘導灯、誘導標識、移動式粉末消火設備、非常放送設備、

消火器、避難器具、屋内消火栓設備、連結送水管、蓄電池設備、自家発電設

備、二酸化炭素消火設備、ガス漏れ警報機、防排煙設備 

・主訓練棟

消火器、連結送水管、避難器具、救助袋、緩降機 

（２）米子消防署

自動火災報知設備、誘導灯、移動式粉末消火設備、消火器、防排煙設備

（３）境港消防署

自動火災報知設備、誘導灯、非常放送設備、消火器、ガス漏れ警報機、防排

煙設備

（４）米子消防署皆生出張所

自動火災報知設備、誘導標識、消火器

（５）大山消防署

消火器

（６）江府消防署

消火器

（７）大山消防署中山出張所

消火器

３　点検内容

（１）機器点検　　　１回

（２）機器総合点検　１回

 消防関係法令の定めるところによるが、二酸化炭素消火設備の放出試験は行わない。

仕 様 書 等 組合ホームページに掲載しております。

契 約 期 間 令和4年4月1日～令和5年3月31日

⑴「第１種消防設備点検資格者」及び「第２種消防設備点検資格者」

発注表（物品・役務）

案 件 概 要

入 札 参 加 条 件 及 び
参加申込時提出書類

【入札参加条件】

①組合を組織する市町村（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日
南町、日野町、江府町）のいずれかで、発注業種（物品・役務）に係る指名競争入札
に参加する資格を有すること。

②鳥取県西部広域行政管理組合指名競争入札参加資格者停止措置要領の規定に基づく
指名停止措置を受けていないこと。

③次の⑴から⑹のいずれかの事項をすべて満たす有資格者を雇用していること。（複
数の者により⑴から⑹のいずれかの事項をすべて満たす場合を含む。）

⑵「第１種消防設備点検資格者」及び「電気主任技術者免状又は電気工事士免状の交
付を受けている第４類の甲又は乙種消防設備士」及び「第５類の甲又は乙種消防設備
士」



入札保証及び契約保証 免除

入 札 参 加 申 込 期 間 令和4年2月21日～令和4年2月25日（午後4時まで）

入 札 参 加 申 込 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203

質 問 受 付 期 間 令和4年2月21日～令和4年3月1日（正午まで）

質 問 受 付 場 所 鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課　FAX:0859-56-3203

質 問 回 答 日 令和4年3月2日

入 札 書 差 出 期 間 令和4年2月28日～令和4年3月4日

配 達 指 定 日 令和4年3月7日

入 （ 開 ） 札 日 令和4年3月8日　　第１回：午前10時10分　　第2回：午後2時10分　　第3回：午後4時40分

入 （ 開 ） 札 場 所

入 札 書 等 関 係 様 式

※

・入札へ参加を希望される方は、ホームページに掲載している「組合参加希望型指名競
争入札実施要領」、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた入札手続きの
変更について」を必ず熟読ください。

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若
しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている者は入札に参加ができ
ません。

注 意 事 項 等

鳥取県米子市淀江町西原1129番地1　米子市淀江支所2階　第2会議室

入 札 参 加 条 件 及 び
参加申込時提出書類

【入札参加申込時提出書類】

入札書、郵便入札用封筒及び辞退届は仕様書とあわせて掲載している様式をご使用く
ださい。
参加申込書及び質問書は組合ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・様式集からダウンロードしてご使用ください。

　Ⅰ  入札参加申込書

　Ⅱ  入札参加条件③を満たすことを証する資格確認書類（資格免状の写し等）

　　上記Ⅱ、Ⅲについては、余白部分に会社名を記入すること。

・ ※入札書を郵送する際は、配達日指定郵便、かつ、特定記録郵便、簡易書
留又は一般書留のいずれかの手続を郵便局で行うこと。

・入札参加申込期限内に参加申込書をファクシミリ送信しないと入札に参加で
きません。

　　上記Ⅰ～Ⅲの書類を入札参加申込期間内にファクシミリで送信すること。

　Ⅲ　有資格者の雇用確認書類（健康保険証の写し等）

（提出時間：期間内の土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前9時から正午まで及
び午後1時から午後4時まで）

⑹「第１類、第３類、第４類及び第５類の甲又は乙種消防設備士」及び「第６類の乙
種消防設備士」及び「電気主任技術者免状又は電気工事士免状の交付を受けている第
７類の乙種消防設備士」

⑸「第１類、第３類及び第５類の甲又は乙種消防設備士」及び「電気主任技術者免状
又は電気工事士免状の交付を受けている第４類の甲又は乙種消防設備士」及び「第６
類の乙種消防設備士」

⑷「第２種消防設備点検資格者」及び「第１類及び第３類の甲又は乙種消防設備士」

⑶「第１種消防設備点検資格者」及び「第４類及び第５類の甲又は乙種消防設備士」
及び「電気主任技術者免状又は電気工事士免状の交付を受けている第７類の乙種消防
設備士」


